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平成 31 年 2 月

平成 30（2018） 年度 平成 39（2027） 年度

１．事業概要

　（１）事業の現況

平成29年度 2,640 円

平成28年度 2,580 円

平成27年度 2,600 円

業務用使用料体系の
概要・考え方

その他使用料体系の
概要・考え方

　（事業所、集会所等の人員割の規則による。）

　（事業所、集会所等の人員割の規則による。）

上記、使用料体系の通り

上記、使用料体系の通り

上記、使用料体系の通り

　現時点では、広域化・共同化・最適化についての検討は実施してしていません

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

　　②使　用　料

平成28年度

　本町には現在、上田、中泉、藤井、北小林・助谷、恵川、黒川東部の全６処理区があり、６処理区とも同一な料
金体系の定額制を採用しています
【一世帯当りの基本料金（2,160円）+人員割料金（一人540円）内税】

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適用
平成32年4月1日法適（全部適用）

壬生町農業集落排水事業経営戦略

別紙1参照

壬生町

農業集落排水事業

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

　　①施　設　：　詳細は別紙のとおり。

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

別紙1参照

全６箇所　（各処理区ごと１ヵ所）

無

処 理 区 数 全６地区　(上田、中泉、藤井、北小林・助谷、恵川、黒川東部）

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する
施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度

平成27年度

使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

広域化・共同化・最適化
実施状況*1
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　　③組　織

+

　（３）経営比較分析表を活用した現状分析

　（２）民 間 活 力 の 活 用 等

職 員 数 　１２名（内農業集落排水担当３名）

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

な　し

な　し

 イ　指定管理者制度

　現存する６処理施設を一括で、Ｈ29年度から長期継続契約による、処
理施設運転管理業務委託を実施しています。

民 間 活 用 の 状 況

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

建設部下水道課において、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業（個人設置型）の運営を行ってお
ります。課長１名、業務係３名、工務係３名、集落排水係３名、水処理センター２名の体制で、公共下水道事業に
ついては業務係、工務係、水処理センターが担当しています。
　　下水道事業の地方公営企業法適用後に水道事業との組織統合を検討していきます。

　藤井地区処理場で、太陽光発電設備（公称出力10.0ｋｗｈ・蓄電池容
量15ｋｗｈ・年間発電量約14,400ｋｗｈ）を稼動しています。

　平成29年度に策定・公表しました、「別紙２」平成28年度決算経営比較分析表を添付します。
　この経営比較分析表は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他の類似団体との比較、複数指数を組み合わせ
た分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。

な　し

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

　（１）投資・財政計画（収支計画） ： 「別紙３」　の　と　お　り

　　②　収支計画のうち財源についての説明

 　　③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

〇管渠・処理場等の建設・更新に関する事項
　・新規地区整備事業
　平成31年度から着手する旭町・星の宮地区の平成36年度からの供用開始に向け、計画的に整備を実施します。
　・各処理場の老朽化機器更新
　供用開始から20年を経過した施設の、老朽化による処理機能低下等の不測の事態を回避するため、今後も計画的に機器更新を実施します。
　
〇投資の平準化に関する事項
　今後、平成23年度実施の機能診断を参考に、予防保全的な管理を行うとともに、農集排施設全体の改築・更新を計画します。

〇財源の目標に関する事項
　平成31年度から着手する旭町・星の宮地区の新規整備事業でも、補助等（交付金）を活用し財源の確保に努めます。

〇使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　H29年供用開始地区とH36供用開始予定地区を有するため、使用料収入については、微増ながら上昇傾向と推計しています。また、消費税
及び地方消費税増税に伴う改定を含み４～５年ごとに使用料見直しの検討を計画します。

〇企業債に関する事項
　発行可能額を最大限まで利用します。

〇繰入金に関する事項
　国庫補助金や企業債を活用し、基準外繰入金の削減に努めます。

〇民間の活力の活用に関する事項
　既存処理場の運転管理については、民間委託を行っており、今後も委託内容を検討しながら効率的な維持管理を目指します。

〇職員給与費に関する事項
　改定率、昇格、新陳代謝等を考慮して推計しました。

〇動力費に関する事項
　過去の費用を踏まえて推計しました。

〇薬品費に関する事項
　過去の費用を踏まえて推計しました。

〇修繕費に関する事項
　過去の費用を踏まえて推計しました。

〇委託費に関する事項
　現在の委託状況を踏まえて推計しました。

〇適切で計画的な事業執行
　これまでの建設投資に伴う公債費（元利償還金）負担につきましては、地方債残高や各年度の償還額も減少傾向で推移しておりますが、新規
旭町星の宮地区整備事業や、各処理場老朽化による機器更新など事業費の増加も見込まれ、今後の負担となると考えられます。また、現在進
めている新規地区の供用開始までは各年の整備に対して使用料などの収入の大きな伸びが見込めない状況です。
　このような状況を踏まえ、限られた財源の中、適正な事業計画と財政計画を基に経営を行います。
　なお、平成32（2020）年度より公営企業会計を適用し、独立採算性及び透明性を高め、経営状況をわかりやすく提供できるようにします。

〇効率的な事業執行
　業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組みます。新規の整備事業及び老朽施設の機器更新については、財政状況等を踏まえ、事業の平
準化を図りながら計画的に実施します。また施設運転管理については、民間委託による効率的な活用を続けて行きます。

〇収入の確保と負担の適正化
　収入の確保については、水洗化の促進を図り、使用料収入を確保するとともに、国や企業債などの資金を的確に調達していきます。
　一般会計からの負担については、適正な基準での繰入とするようにしていきます。

　（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　　①収支計画のうち投資についての説明
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　　①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

　　②　今後の財源についての考え方・検討状況

　　③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

、

資産活用による収入増加
の取組について

　建設改良にあたっては、国の補助事業の活用など適切な財源確保に積極的に取り組みま
す。

　投資と財源の均衡を保つために4から5年ごとに見直しを検討します。使用料の見直しに関する事項

　今後、平成23年度実施の機能診断を参考に、予防保全的な管理を行うとともに、農集排
施設全体の改築・更新を計画します。
　また、新規整備事業については、財政状況を踏まえながら計画的に実施します。

　現状維持としますが、将来的には施設の統廃合について検討します。広域化・共同化・最適化に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　既存処理場の運転管理については、民間委託を行っており、今後も委託内容を検討しな
がら効率的な民間活用について引き続き検討します。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

 　ＰＤＣＡサイクルにより進捗状況を把握し、３～５年ごとに本経営戦略を事後検証及び更新します。
　また、平成３２（2020）年度の地方公営企業法適用後には計画の見直しを行います。

統合できる委託業務について検討し、経費の削減及び効率化に努めます。委託費に関する事項

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

薬品に関する事項

修繕費に関する事項

　業務内容及び業務量を適切に把握し、組織体制や職員数との整合性を図ります。

　施設運転方法の工夫や施設更新時に省電力の機器整備を図る等、経費節減に取り組み
ます。

　適正で効果的な使用であるかを把握し、対応します。

　今後、平成23年度実施の機能診断を参考に、予防保全的な管理を行うとともに、農集排
施設全体の修繕計画を検討します。

投資の平準化に関する事項
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別紙１

（平成２９年度末現在）

処理施設名称 処理区域
供用開始年度

（供用開始後年数）
処理面積 処理区内人口 処理区内人口密度

上田地区 処理施設

上田の一部
北小林の一部
安塚の一部

平成１０年度
（１９年） 74.0 ｈａ 611 人 8.26 人/ｈａ

中泉地区 処理施設

中泉の一部
上田の一部
北小林の一部

平成１０年度
（１９年） 68.0 ｈａ 488 人 7.18 人/ｈａ

藤井地区 処理施設
藤井の一部
壬生甲の一部

平成１３年度
（１６年） 61.0 ｈａ 913 人 14.97 人/ｈａ

北小林・助谷地区
　　　　　　　処理施設

北小林の一部
助谷の一部
中泉の一部
国谷の一部

平成１４年度
（１５年） 50.0 ｈａ 794 人 15.88 人/ｈａ

恵川地区 処理施設

国谷の一部
福和田の一部
壬生甲の一部
壬生乙の一部

平成２１年度
（８年） 83.3 ｈａ 1,447 人 17.37 人/ｈａ

黒川東部地区 処理施設

羽生田の一部
福和田の一部
助谷の一部
中泉の一部

平成２９年度
（１年） 41.7 ｈａ 1,042 人 24.99 人/ｈａ

計 378.0 ｈａ 5,295 人 14.01 人/ｈａ

壬 生 町 集 落 排 水 施 設 概 要

   5



別紙２

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成28年度全国平均

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※　平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

今後農業集落排水事業を継続的に経営していくため
に「新規接続の啓発・料金徴収の徹底・修繕計画の
最適化」など、更なる経営健全化対策を進めて行く
方針です。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

2. 老朽化の状況について

　当町の農業集落排水事業は、平成６年から着工し
徐々に整備拡大してまいりました。
　管渠施設等では、最大23年が経過している現状で
す。しかし、管渠施設等の耐用年数は50年とされて
いるため、老朽化にはもう少しの余裕があります。
しかし、将来の対応を準備していく必要があると検
討しています。
　また、処理場で供用開始から20年を超える箇所に
ついては、予防保全の観点から、機器の更新を検討
していきます。「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

農業集落排水事業は従来から受益者が少なく、さら
に農村部の人口減少が大きいため経済性を確保する
ことが難しくなっております。使用料収入を中心と
した経営では成り立たず、一般会計からの繰入金で
補填している現状です。
この状態を改善すべく、使用料徴収体制の強化や処
理施設管理委託の長期契約等により支出削減に努力
しており、徐々に収支比率の上昇や汚水処理原価の
減少などの効果が出てきています。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

処理区域内人口密度(人/km
2
) －

- 該当数値なし 10.95 99.27 3,780 4,348 3.36 1,294.05 【】

61.06 651.93 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
)

法非適用 下水道事業 農業集落排水 F2 39,807

経営比較分析表（平成28年度決算）
栃木県　壬生町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.06 0.03 0.02 0.01 2.05

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 85.91 87.01 90.38 89.39 89.03

平均値 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 

平均値 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 

平均値 

①収益的収支比率(％) 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 

平均値 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 

平均値 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 1,144.05 1,126.77 1,044.80 1,081.80 974.93

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 72.83 79.00 86.24 87.07 86.04

平均値 42.48 50.90 50.82 52.19 55.32

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 171.29 156.48 150.00 150.00 150.00

平均値 343.80 293.27 300.52 296.14 283.17

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 67.71 66.25 66.67 65.46 65.36

平均値 46.06 53.78 53.24 52.31 60.65

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 76.94 77.19 77.57 79.48 79.35

平均値 72.99 84.06 84.07 84.32 84.58

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％) 

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％) 

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％) 

      【914.53】 

【85.01】 【59.15】 【276.78】 【55.73】 

    【1.58】 

該当数値なし 該当数値なし 

該当数値なし 該当数値なし 
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

別紙３

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） 決 算

1 (A) 261,618 280,763 305,329 290,595 296,790 301,578 275,959 274,899 253,196 290,254 280,380 273,696

（１） (B) 58,608 61,768 64,524 66,629 68,246 69,863 69,936 70,009 72,412 73,863 74,225 74,587

ア 58,586 61,673 64,456 66,575 68,192 69,809 69,882 69,955 72,358 73,809 74,171 74,533

イ (C)

ウ 22 95 68 54 54 54 54 54 54 54 54 54

（２） 203,010 218,995 240,805 223,966 228,544 231,715 206,023 204,890 180,784 216,391 206,155 199,109

ア 196,310 207,795 240,805 223,966 228,544 231,715 206,023 204,890 180,784 216,391 206,155 199,109

イ 6,700 11,200

２ (D) 128,645 132,304 142,949 148,433 134,753 131,591 128,230 125,210 121,678 117,970 111,599 108,610

（１） 67,889 63,142 88,290 97,645 87,991 88,093 88,127 88,195 87,991 87,991 87,991 87,991

ア 3,303 17 6,232 5,345 5,345 5,345 5,345 5,345 5,345 5,345 5,345 5,345

1,606 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616

イ 64,586 63,125 82,058 92,300 82,646 82,748 82,782 82,850 82,646 82,646 82,646 82,646

（２） 60,756 69,162 54,659 50,788 46,762 43,498 40,103 37,015 33,687 29,979 23,608 20,619

ア 60,756 57,952 54,659 50,788 46,762 43,498 40,103 37,015 33,687 29,979 23,608 20,619

イ 11,210

３ (E) 132,973 148,459 162,380 142,162 162,037 169,987 147,729 149,689 131,518 172,284 168,781 165,086

1 (F) 485,446 149,414 32,027 119,144 391,037 380,857 389,887 267,728 77,666 30,051 24,263 18,796

（１） 220,800 11,100 5,000 25,100 161,500 151,600 149,400 99,900

（２） 55,438 22,373 22,837 66,918 71,598 69,468 70,348 64,839 25,827 26,362 20,724 15,407

（３）

（４）

（５） 203,750 4,500 24,500 153,500 155,500 166,000 99,000

（６） 775 105,512 4,188 2,276 4,439 4,289 4,139 3,989 51,839 3,689 3,539 3,389

（７） 4,683 5,929 2 350

２ (G) 619,921 291,888 199,407 266,028 552,318 550,946 537,752 417,621 206,854 202,627 192,047 182,896

（１） 462,246 31,576 20,508 69,540 346,743 338,443 347,043 224,443 15,043 15,043 15,043 15,043

14,052 15,035 14,632 15,022 15,022 15,022 15,022 15,022 15,022 15,022 15,022 15,022

（２） (H) 157,675 260,312 178,899 196,488 205,575 212,503 190,709 193,178 191,811 187,584 177,004 167,853

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 134,475 △ 142,474 △ 167,380 △ 146,884 △ 161,281 △ 170,089 △ 147,865 △ 149,893 △ 129,188 △ 172,576 △ 167,784 △ 164,100

H39

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度
H30

H31 H32 H33 H34 H35

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

H36 H37 H38

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

別紙３

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） 決 算
H39

本年度
H30

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

(J) △ 1,502 5,985 △ 5,000 △ 4,722 756 △ 102 △ 136 △ 204 2,330 △ 292 997 986

(K)

(L) 6,059 4,557 10,542 5,542 820 1,576 1,474 1,338 1,134 3,464 3,172 4,169

(M)

(N) 4,557 10,542 5,542 820 1,576 1,474 1,338 1,134 3,464 3,172 4,169 5,155

(O)

(P) 4,557 10,542 5,542 820 1,576 1,474 1,338 1,134 3,464 3,172 4,169 5,155

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 58,608 61,768 64,524 66,629 68,246 69,863 69,936 70,009 72,412 73,863 74,225 74,587

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 3,403,716 3,165,704 2,986,806 2,819,619 2,775,544 2,714,641 2,673,332 2,579,153 2,387,342 2,199,757 2,023,725 1,863,303

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） 決 算

196,310 207,795 240,805 223,966 228,544 231,715 206,023 204,890 180,784 216,391 206,155 199,109

196,310 207,795 210,608 223,966 228,544 231,715 206,023 204,890 180,784 191,201 179,888 173,065

30,197 25,190 26,267 26,044

55,438 22,373 22,837 66,918 71,598 69,468 70,348 64,839 25,827 26,362 20,724 15,407

22,219 22,373 22,837 23,310 23,793 24,286 24,789 25,303 25,827 26,362 20,724 15,407

33,219 43,608 47,805 45,182 45,559 39,536
251,748 230,168 263,642 290,884 300,142 301,183 276,371 269,729 206,611 242,753 226,879 214,516

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 91 72

赤 字 比 率 （ ×100 ）

81 95 97 99

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

95 84 87 88 87 86

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

H38 H39

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度
H30

H31 H32 H33 H34

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

H35 H36 H37
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